
基金事業実施状況報告及び活性化事業実績報告について

１．今年度に都道府県及び市町村が実施した活性化事業（交付金相当部分）

（単位：千円）

２．消費者行政決算及び今年度の基金取崩し額
（単位：千円）

6,475 6,475

消費者行政決算総額 414,168

合計

31,054

（11）一元化相談窓口緊急整備事業 0

（８）消費者教育・啓発活性化事業 35,541 22,485 58,026

0

（９）商品テスト強化事業 30,299 0 30,299

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

5,467 1,195 6,662

32,145

109,839 52,868 162,707

1,091

0 0

3,037 6,060

2,228 386 2,614

0 0 0

都道府県 市町村 合計

2,227 17,259 19,486

0 940 940

都道府県決算

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

（５）消費生活相談窓口高度化事業

0 0 0

3,023

管内市町村決算

基金取崩し額

取崩し割合

98,398

153,063

162,707

39%

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

（７）食品表示・安全機能強化事業

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

（１）消費生活センター機能強化事業

事業名

（３）消費生活相談員養成事業

（２）消費生活相談スタートアップ事業

別　紙



３．消費生活相談員養成事業

①参加者総数 ①参加者総数

②年間研修総日数 ②年間研修総日数

③参加自治体 ③参加自治体

①実地研修受入総数 ①実地研修受入総数

②年間研修総日数 ②年間研修総日数

③実地研修受入自治体 ③実地研修受入自治体

４．一元的相談窓口緊急整備事業

人 人時間／年 千円

人 人時間／年 千円

事業実施自治体

伊豆市、伊豆の国市、小山町、静岡市、磐田市、菊川市、湖西市

人日

人

人日

人日

管内全体の研修参加・受入（実績）

人人

人

人日

実施形態 管内全体の研修参加・受入要望（事業計画）

自治体参加型

法人募集型

-県

管内市町村 11 4,435 6,475

対象人員数

-

追加的総費用追加的総業務量（総時間）

-



５．今年度に都道府県が実施した活性化事業（交付金相当分） （単位：千円）

消費者啓発シンポジウム準備、消費生活相談員資格取得支援講座準備

窓口周知広報（公共交通機関交通広告、新聞・TV・ラジオ広報）

1,797⑭消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化） 2,188 2,188 1,797

事業名

①消費生活センター機能強化事業（増設）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

120,000

26,357

120,000合計

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

事業者指導立入調査用備品、法執行アドバイザー設置

28,767 28,767

109,839

2,900 2,900 2,900

事業（実績）の概要

研修参加支援（旅費、研修費、教材費）

弁護士・司法書士等謝金、旅費

事務用機器整備

謝金、旅費、会場借料、教材費

2,347

7,754 7,754 5,4675,467

1,805 2,1711,805

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

⑧食品表示・安全機能強化事業

658

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

事業計画

事業経費
基金（交付
金相当分）
対象経費

謝金、旅費、会場借料、教材費、啓発経費

2,347

商品テスト試買品購入、商品テスト用検査機器整備30,299 30,299

2,228

26,357

2,900

リーフレット購入、被害防止月間広報費、消費者月間用啓発品、被害防止広報（新聞・TV・ラジオ等）34,900

34,109

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

34,900

34,109

35,541 35,541

2,171

658

事業経費
基金（交付
金相当分）
対象経費

2,227 2,227

109,839

4,572 4,572

852

2,228

事業の実績

852



６．活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

７．消費生活相談員養成事業の研修参加、実地研修受入実績（都道府県実施分、該当する場合に記載）

研修参加・受入

消費生活相談窓口及び消費者ホットラインを交通広告やマス
コミを活用して広く周知することができた。

実績

⑭消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
事業者指導立入調査用備品・消耗品1,777千円、法執行アドバイザー設置
20千円

事業者指導立入調査時に使用する機材の拡充により調査時
の機動性の強化が図られた。また、法執行アドバイザー（弁護
士）から助言を受けることにより事業者指導の強化が図られ
た。

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
消費者啓発シンポジウム準備費1,700千円、消費生活相談員資格取得支援
講座準備費1,200千円

消費者月間に啓発シンポジウムを開催し、啓発を強化　②消
費生活相談員資格取得支援講座を実施

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑧食品表示・安全機能強化事業

事業計画

人

人日

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

実施形態

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
窓口周知広報費25,167千円、被害防止月間広報費839千円、消費者啓発
講師養成講座委託費351千円、

研修参加・受入要望

実地研修受入希望人数

⑨消費者教育・啓発活性化事業

人
法人募集型

実地研修受入人数

年間研修総日数人日年間研修総日数

年間研修総日数

人

人日

人日

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

参加者数

商品テスト用備品購入費30,191千円、商品テスト試買品108千円

消費生活センター備品1,091千円、執務参考図書等1,136千円

自治体参加型
参加希望者数 人

年間研修総日数

事業強化・機能強化の成果

⑩商品テスト強化事業

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

商品テスト機器（ガスクロマトグラフ、蛍光検出器、遺伝子組換
分析装置）整備により食品のアレルギー物質、遺伝子組換食
品の分析対応が可能となった。

相談員等対象の食品表示・安全研修会1回（48人）による相談
員の対応力向上を図った。また、消費者向け食品表示啓発講
座66回（3,008人）、米トレサビリティ法及び食品表示関係法の
周知研修会6回（243人）開催により食品表示・安全に関する

リーフレット購入853千円、被害防止月間広報費9,084千円、消費者月間用
啓発品412千円、被害防止広報（新聞・TV・ラジオ等）委託費20,900千円、啓
発シンポ準備委託費1,702千円、消費者団体委託費2,590千円

講師謝礼155千円、会場費13千円、研修費32千円、相談ハンドブック作成
1,971千円

事業名

専門アドバイザーを活用し県・市町相談員による相談事例検
討会を年12回開催するとともに、専門アドバイザーから随時助
言を受けることにより、相談処理能力の向上が図られた。

テレビ・新聞による消費者被害防止広報の実施、ノベルティ
グッズ（クリアファイル）の作成、被害者防止月間（12月）の県
民だよりに被害者防止特集号を折り込み（120万部）、国民生
活センターリーフレットを県内コンビニエンスストアに配架、消
費者団体等と協働して高齢消費者被害防止啓発の実施。以
上により県内の消費者啓発を強化し、消費者被害防止が図ら

研修参加旅費852千円

弁護士・司法書士謝礼1,620千円、研修講師謝礼・旅費232千円、会場借料
80千円、研修録速記295千円、食糧費1千円

旅費5千円、会場借料131千円、啓発経費5,331千円

相談員の研修参加により、相談対応力の向上が図られた。

専門アドバイザー（弁護士・司法書士）を3センターに配置。窓
口高度化研修を5回開催し、多様な相談に対応できる相談員
の高度化が図られた。

専門図書や備品購入により相談員の執務環境の整備が図ら
れた。

対象経費（実績）



８．今年度に管内の市町村が実施した活性化事業の総額（交付金相当分） （単位：千円）

沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、富士市、富士宮市、静岡
市、焼津市、島田市、掛川市、袋井市、御前崎市、浜松市

小山町、牧之原市、湖西市

実施市町村

伊東市、裾野市、静岡市

菊川市

伊豆市、伊豆の国市、小山町、静岡市、磐田市、菊川市、湖西市

1,042 1,041

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

20

3,017

386

3,360

386

986 940

9,891

7,368

940

20

25,110

52,868

6,549

387

20

986

20

3,114

1,184 1,184 1,195

23,03524,239

7,537

事業の実績事業計画

基金（交付
金相当分）
対象経費
計

事業経費

基金（交付
金相当分）
対象経費
計

事業経費

10,113

3,679

1,041

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

6,475

53,912

5050

387

22,485

1,195

55,311

6,478

50 50

1,042

57,876

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、熱
海市、伊東市、沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、
伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町、富士市、富士
宮市、静岡市、焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、吉田町、
掛川市、御前崎市、菊川市、森町、浜松市、湖西市、新居町

沼津市、裾野市、富士宮市、御前崎市

御殿場市、浜松市

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、熱
海市、伊東市、沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、
伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町、富士市、富士
宮市、焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、吉田町、掛川市、
袋井市、御前崎市、菊川市、森町、浜松市、湖西市、新居町

伊豆市

下田市、松崎町、伊東市、伊豆市、菊川市、新居町

7,768

9,968

7,368

10,043

7,768



９．活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

10．今年度の基金取崩し実績額

　

　

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

○女性連盟へ講座、研修会、キャンペーン等を委託し、女性連盟の育成強化や市民啓発が図られた（伊東市）。
○消費生活相談・多重債務に関する司法書士相談会を月２回開催し、市民相談機能を強化したほか、相談員の専門性向上が図られた（裾
野市）。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

リーフレットによる見守りネット事業の周知や、消費者被害に関する研修会を実施し、民生委員や介護・障がい事業所との連携強化が図られた（菊川市）。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

52,868

0 千円積増し相当分

うち都道府県

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

事業名

⑫食品表示・安全機能強化事業

千円うち管内の市町村合計

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

162,707

109,839

千円

千円

うち都道府県の基金

うち管内の市町村の基金計

千円

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

千円

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

交付金相当分

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

事業・機能強化の成果の概要

食品表示・安全に関する消費者啓発セミナーや講演会の開催、ビデオ・図書等の啓発資料の貸し出し、消費者啓発グッズの配布などによ
り、消費者への啓発が強化された（沼津市、富士宮市、御前崎市）。また、県主催の食品表示・安全研修会へ参加する相談員等の旅費を支
援し、相談員等の対応力が強化された（裾野市、御前崎市）。

相談室整備、パソコン等機材購入、執務参考図書購入などにより、相談窓口機能の強化が図られた（伊豆市、菊川市、下田市、伊東市、新居町）。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 司法書士による職員向け研修会を実施し、消費者行政従事者のレベルアップが図られた（伊豆市）。

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
新たに採用された市町の相談員を含め、この基金を活用して県や国民生活センターが主催する研修会に参加し、専門性を向上させた（33
市町）。

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士との月１回の勉強会（御殿場市）や、困難事例等に対する助言弁護士の設置（浜松市）により、高度に専門的な消費生活相談への対応力を強化した。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

出前講座の開催、啓発グッズを活用した啓発、啓発冊子全戸配布等を実施し、自立した消費者の育成や消費者被害の未然防止のための
啓発が強化された（33市町）。

相談センター改修、執務参考図書購入、パソコン・プリンタ等機材購入などにより、既存消費生活センターの機能強化が図られたとともに、
消費生活センターの紹介ＤＶＤを作製するなど、消費生活センターの広報に努めた（沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、富士市、富士宮
市、静岡市、焼津市、島田市、掛川市、袋井市、御前崎市、浜松市）。

相談員の増員（伊豆市、伊豆の国市、小山町、静岡市）及び勤務日数の増加（磐田市、菊川市、湖西市）に取り組み、消費生活相談窓口を
充実させた。

センター新設、参考図書購入などセンター機能の強化に取り組み、小山町・湖西市は21年度中に、牧之原市は22年度当初に消費生活セ
ンターを新設した。



11．消費者行政決算

12．基金の管理（実績）

13．都道府県の消費生活相談窓口

- 千円

千円

③都道府県全体の消費者行政決算総額

②都道府県の管内の市町村の消費者行政決算総額

千円

うち基金（交付金相当分）取崩対象経費

うち基金（交付金相当分）取崩対象外経費

千円 - 千円 -- 千円 0

うち基金（交付金相当分）取崩対象の常勤職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）取崩対象の常勤職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当部分）取崩対象経費

うち基金（交付金相当分）取崩対象外経費

うち基金（交付金相当分）取崩対象の常勤職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）取崩対象経費

-

-- 千円 0

-千円 0 -

98,398

千円 -

①都道府県の消費者行政決算

相談員総数平成20年度末 相談員総数

人 21年度末実績 相談員総数

人

うち常勤職員の相談員

うち非常勤の相談員

うち委託先職員等の相談員 人 21年度末実績

平成20年度末 相談員総数 18 人

人

21年度末実績 相談員総数 16 人

千円

相談員総数 16人 21年度末実績

0

千円

千円

千円

930,000千円

162,707千円

千円

769,443千円

平成20年度 平成21年度

-1,864千円

チェック項目

-

0.53

-

-

0.26

-

-

2,683千円

千円

160,843千円

- 千円

-4,547千円

55,551千円

- 千円

0.39

-

102,945千円 208,237

千円 205,931

千円

千円

千円

前年度差

105,292千円

- 千円

人

千円

109,839千円

102,945千円

平成20年度末 相談員総数 18

平成21年度の基金取崩し額（積増し相当分）

平成21年度末の基金残高（積増し相当分）

相談員総数

設置当初の基金残高（交付金相当分）

平成22年３月末の基金残高（交付金相当分）

平成21年度の基金取崩し額（交付金相当分）

平成21年度の基金運用収入（積増し相当分）

平成21年度末の基金残高（交付金相当分）

設置当初の基金残高（積増し相当分）

平成21年度末の基金残高（積増し相当分）

平成21年度の基金運用収入（交付金相当分）

千円

うち基金（交付金相当分）取崩対象外経費

253,325

千円

- 千円52,868

150,380 153,063

150,380

千円

0千円

消費生活相談員の配置

平成20年度末

千円

千円 414,168

-

千円253,325千円 251,461

千円

千円 162,707

600,000

2,150



14．平成21年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組（実績）

15．管内市町村の消費生活相談窓口

16．平成21年度の管内の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組（実績）

人

消費生活相談員の配置

人 21年度末実績 相談員総数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員総数

人

うち非常勤の相談員 平成20年度末 相談員総数 59 人 21年度末実績 相談員総数 68 人

人 21年度末実績 相談員総数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員総数

①報酬の向上

処遇改善の取組 具体的内容

実施市町村及び具体的内容

①報酬の向上

人 21年度末実績 相談員総数 68平成20年度末 相談員総数 59

○相談員を増員したことにより、緊急時などに交代でき、負担が軽減した（伊豆の国市）。
○各相談員に個人用の棚等備品を確保するとともに、相談スペースを以前より広く確保した（富士宮市）。
○執務参考図書の購入、啓発機材の充実、機密保持の強化（焼津市、掛川市）。

④その他

②研修参加支援

○相談員の月額報酬を、５年以上の経験者については7.7%、５年未満の経験者については3.5%引き上げた（静岡市）。
○専門資格を持った相談員の報酬単価を17％増加した（焼津市）。
○相談員の日額報酬（３時間）を２０％向上（３,０００円から３,６００円に）させた（湖西市）。

新たに採用された市町の相談員を含め、この基金を活用して県や国民生活センターが主催する研修会に参加し、専門性を向上させた（下田市、熱海市、
伊東市、沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、清水町、長泉町、小山町、富士市、富士宮市、焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、
掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、浜松市、湖西市）。

人

処遇改善の取組

④その他
○相談員の増員（伊豆市、伊豆の国市、小山町、静岡市）及び勤務日数の増加（磐田市、菊川市、湖西市）に取り組み、消費生活相談窓口を充実させた。
○通勤手当相当額の支給（島田市）。

②研修参加支援

③就労環境の向上

研修参加のための旅費を支援

執務参考図書の充実、専門アドバイザー設置による相談対応力の向上

③就労環境の向上


